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 1 022  1 490  1 485  1 184   649   221   605   698  1 074   149   362 

地 裁 総 数  1 019  1 485  1 480  1 181   647   221   603   696  1 071   149   362 

簡 裁 総 数   3   5   5   3   2 -   2   2   3 - - 

  463   699   696   577   346   109   258   380   505   96   181 

  132   185   182   150   91   43   68   101   134   23   56 

  151   254   254   232   177   18   76   152   193   62   84 

  49   67   67   48   13   13   16   29   48   4   10 

  53   81   81   61   30   8   31   34   55   3   9 

  15   24   24   12 -   5   11   9   13 -   4 

  4   10   10   3   3 -   2   5   3 - - 

  13   13   13   11   7   3   7   10   9   1   4 

  15   24   24   24   7   6   18   13   18 -   5 

  3   3   3   3   1 -   1   3   2 - - 

  11   13   13   12   10   7   8   9   8   3   4 

  17   25   25   21   7   6   20   15   22 -   5 

  194   271   270   204   97   37   107   86   201   20   70 

  69   99   98   65   33   14   33   35   68   6   22 

  29   37   37   32   8   2   17   8   30   1   7 

  62   84   84   61   30   13   26   17   65   6   21 

  11   14   14   12   11 -   7   7   8   2   3 

  15   28   28   27   13   7   18   15   23   5   17 

  8   9   9   7   2   1   6   4   7 - - 

  83   121   121   91   28   22   63   46   91   4   18 

  48   64   64   53   21   9   33   19   48   1   6 

  14   20   20   10   1   3   10   7   15   2   3 

  7   12   12   10   2   5   10   10   9   1   5 

  1   2   2   2   2 -   2   2   1 -   2 

  8   15   15   14   2   5   8   8   10 -   2 

  5   8   8   2 - - - -   8 - - 

  53   70   70   57   32   11   26   34   46   3   13 

  18   25   25   21   12   5   9   15   21   1   4 

  7   7   7   2   1 -   1   3   5 - - 

  20   24   24   24   16   1   9   7   14   2   7 

  7   10   10   6   3   1   3   5   6 -   2 

  1   4   4   4 -   4   4   4 - - - 

  98   132   131   114   67   19   66   71   89   9   30 

  32   41   41   35   22   11   24   23   27   3   10 

  1   1   1   1 - - -   1 -   1 - 

  12   15   14   12   6 -   12   8   10 -   1 

  1   1   1   1   1   1 -   1   1 - - 

  23   33   33   30   22   2   12   18   26   3   11 

  7   10   10   8   2 -   5   6   5   1   2 

  7   13   13   9   3   1   2   4   7 -   4 

  15   18   18   18   11   4   11   10   13   1   2 

  58   93   93   63   30   11   30   30   70   4   15 

  16   30   30   27   19   4   9   1   21   1   6 

  17   29   29   11   4   1   8   6   21 -   3 

  4   4   4   4 -   3   2   2   4   2   2 

  8   11   11   6   4 -   2   6   8   1   2 

  4   10   10   10   1 -   3   6   9 -   1 

  9   9   9   5   2   3   6   9   7 -   1 

  40   57   57   39   19   5   29   25   41   4   9 

  29   45   45   30   12   4   19   18   30   4   7 

  4   5   5   5   5   1   5   3   5 -   2 

  3   3   3   3   2 -   3   2   3 - - 

  4   4   4   1 - -   2   2   3 - - 

  33   47   47   39   30   7   26   26   31   9   26 

  7   7   7   5   4   1   6   3   7   2   4 

  11   15   15   14   12   1   8   9   7 -   6 

  8   8   8   8   7   3   3   4   8   5   6 

  7   17   17   12   7   2   9   10   9   2   10 

鹿 児 島 地 裁 管 内 総 数

高 知 地 裁 管 内 総 数

松 江 地 裁 管 内 総 数

福 岡 高 裁 管 内 総 数

福 岡 地 裁 管 内 総 数

佐 賀 地 裁 管 内 総 数

山 形 地 裁 管 内 総 数

盛 岡 地 裁 管 内 総 数

秋 田 地 裁 管 内 総 数

宮 崎 地 裁 管 内 総 数

那 覇 地 裁 管 内 総 数

仙 台 高 裁 管 内 総 数

仙 台 地 裁 管 内 総 数

青 森 地 裁 管 内 総 数

札 幌 高 裁 管 内 総 数

札 幌 地 裁 管 内 総 数

函 館 地 裁 管 内 総 数

福 島 地 裁 管 内 総 数

松 山 地 裁 管 内 総 数

旭 川 地 裁 管 内 総 数

徳 島 地 裁 管 内 総 数

釧 路 地 裁 管 内 総 数

高 松 高 裁 管 内 総 数

高 松 地 裁 管 内 総 数

熊 本 地 裁 管 内 総 数

名 古 屋 地 裁 管 内 総 数

津 地 裁 管 内 総 数

岐 阜 地 裁 管 内 総 数

神 戸 地 裁 管 内 総 数

奈 良 地 裁 管 内 総 数

大 津 地 裁 管 内 総 数

和 歌 山 地 裁 管 内 総 数

広 島 地 裁 管 内 総 数

山 口 地 裁 管 内 総 数

岡 山 地 裁 管 内 総 数

鳥 取 地 裁 管 内 総 数

福 井 地 裁 管 内 総 数

金 沢 地 裁 管 内 総 数

名 古 屋 高 裁 管 内 総 数

富 山 地 裁 管 内 総 数

広 島 高 裁 管 内 総 数

長 崎 地 裁 管 内 総 数

大 分 地 裁 管 内 総 数

新 潟 地 裁 管 内 総 数

大 阪 高 裁 管 内 総 数

大 阪 地 裁 管 内 総 数

京 都 地 裁 管 内 総 数

前 橋 地 裁 管 内 総 数

静 岡 地 裁 管 内 総 数

甲 府 地 裁 管 内 総 数

長 野 地 裁 管 内 総 数

被
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等
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い
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措
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さいたま地裁管内 総数

千 葉 地 裁 管 内 総 数

水 戸 地 裁 管 内 総 数

宇 都 宮 地 裁 管 内 総 数
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第43表　通常第一審事件のうち被害者参加の申出のあった事件の終局人員―
　　　　被害者等の人員別―地方裁判所管内全地方裁判所・全簡易裁判所別

注)　被害者等の数値は，延べ人員である。
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全 国 総 数

東 京 高 裁 管 内 総 数

東 京 地 裁 管 内 総 数

横 浜 地 裁 管 内 総 数
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